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・
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で

│
│
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文
化
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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ガ
バ
ナ
ン
ス
│
│

関

根

政

美

は
じ
め
に

一

白
豪
主
義
終
焉
か
ら
多
文
化
主
義
導
入

㈠

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
概
要

㈡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
導
入
の
理
由

二

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
進
展
と
逆
風
、
そ
し
て
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
導
入

㈠

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
進
展
と
逆
風
の
原
因

㈡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
終
焉
論
台
頭
と
二
〇
〇
七
年
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
導
入

㈢

と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト

お
わ
り
に
│
│
多
文
化
主
義
国
家
か
ら
文
化
多
様
性
国
家
へ
?

は
じ
め
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
白
豪
主
義
を
採
用
し
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
中
東
な
ど
か
ら
の
移
住
者
の
入
国
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
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定
住
者
の
公
民
権
を
否
定
し
て
い
た
人
種
差
別
国
家
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
白
豪
主
義
を
徐
々
に
廃
棄
し
は
じ
め
、
一
九
七
〇
年
代
の
ウ
ィ
ッ
ト
ラ
ム
連
邦
労
働
党
政
権
が
、
連
邦
国

籍
・
市
民
権
法
（
一
九
四
八
年
）
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
法
（A

u
stralia

n
Citize

n
s
hip

act
of1

973

）
へ
と
改

正
（
一
九
七
三
年
）
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
人
種
差
別
禁
止
法
を
導
入
し
（
一
九
七
五
年
）、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
（
市
民
権
）
の
面

に
お
い
て
も
名
実
と
も
に
白
豪
主
義
を
終
焉
さ
せ
た
こ
と
は
賞
賛
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
男
女
平
等
参
画
法
（
一
九
八
六

年
）、
障
害
者
差
別
禁
止
法
（
一
九
八
六
年
）
な
ど
も
制
定
さ
れ
、
自
由
・
平
等
な
民
主
主
義
国
家
へ
の
整
備
を
急
い
で
い
る
。
多
文

化
主
義
は
カ
ナ
ダ
で
考
案
さ
れ
導
入
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
経
済
関
係
の
向
上
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
カ
ナ
ダ
の
多
文
化
主
義
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
多
文
化
主
義
を

導
入
し
て
先
進
的
な
実
験
を
開
始
し
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
、
多
文
化
主
義
へ
の
逆
風
が
吹
き
は
じ
め
て
多
文
化
主
義
終
焉
論
が

登
場
し
、
そ
の
後
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
が
導
入
さ
れ
て
い
く
過
程
を
跡
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
由
を
探
り
た
い
。

一

白
豪
主
義
終
焉
か
ら
多
文
化
主
義
導
入

㈠

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
概
要

多
文
化
主
義
（M
ultic

ultu
ralis

m

）
は
、
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
移
民
・
難
民
、
周
辺
民
族
対
策
と
い
う
狭
い
政
策
で

は
な
い
。
国
民
国
家
発
展
戦
略
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
安
定
と
国
家
分
裂
を
防
ぐ
国
民
国
家
の
生
き
残
り
戦
略
で
あ
る
。

人
材
と
し
て
の
移
民
・
難
民
、
外
国
人
労
働
者
の
有
効
利
用
を
目
指
す
国
民
経
済
発
展
戦
略
で
も
あ
り
、
国
際
政
治
・
経
済
（
貿

易
）
の
安
定
と
発
展
を
め
ざ
す
国
際
貿
易
促
進
政
策
で
も
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
場
合
、
一
九
八
九
年
に
連
邦
政
府
に
よ
り
刊

行
さ
れ
た
、

多
文
化
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
た
め
の
全
国
的
課
題

（C
o
m
m
o
n
w
e
alth

of
A
u
stralia,

19
89,
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）
が
示
す
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
基
本
理
念
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
文
化
的
独
自
性
（C

ultu
ral

Id
e
ntity

）
‥
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
、
慎
重
に
定
義
さ
れ
た
枠
の
中
で
、
言
語
と
宗

教
を
含
む
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
伝
統
を
重
視
し
、
分
か
ち
合
う
権
利
。

②
社
会
正
義
（Social

J
u
stice

）
‥
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
、
待
遇
と
機
会
の
平
等
を
享
受
し
、
人
種
、
民
族
、
文
化
、

宗
教
、
言
語
、
性
、
出
生
地
等
の
障
壁
か
ら
自
由
に
な
る
権
利
。

③
経
済
的
効
率
（Eco

n
o
m
ic

E
fficie

n
c
y

）
‥
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
、
そ
の
背
景
に
関
わ
り
な
く
、
技
能
と
才
能
を

維
持
し
、
発
展
さ
せ
、
こ
れ
を
効
果
的
に
用
い
る
権
利
。

以
上
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
す
べ
て
の
社
会
制
度
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
の
文
化
的
多
様
性
を

反
映
す
る
よ
う
に
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
主
流
主
義
（M

ain
strea

m
is

m

）
と
よ
く
い
わ
れ
る
。
そ
の
一

環
と
し
て
、
一
九
八
一
年
に
、
常
設
で
は
な
か
っ
た
も
の
の

人
権
委
員
会

（H
u
m
a
n
R
ig

hts
C
o
m
m
issio

n

）
が
設
置
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
な
く
（
八
六
年
に
常
設
機
関
と
な
る
）、
七
五
年
に
は
じ
ま
っ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
ラ
ジ
オ
放
送
の
ス
ポ
ン
サ
ー
を
七
八
年
よ

り
連
邦
政
府
が
引
き
受
け
、
多
言
語
ラ
ジ
オ
放
送
が
全
国
に
広
げ
ら
れ
は
じ
め
た
。
八
〇
年
よ
り
シ
ド
ニ
ー
、
メ
ル
ボ
ル
ン
で
多
言

語
テ
レ
ビ
放
送
も
開
始
さ
れ
順
次
全
国
に
拡
大
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
道
路
や
駅
の
公
共
の
多
言
語
表
示
は
あ
ま
り
み
か
け
な
い
。

そ
れ
は
、
学
校
の

E
S
L

（
第
二
言
語
英
語
教
育
）
や
職
場
や
地
域
の
成
人
英
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
（A

M
E
P

）
に
よ
っ
て
、
基
本
的
な

英
語
は
理
解
で
き
る
と
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。
商
店
・
レ
ス
ト
ラ
ン
の
看
板
に
は
多
言
語
が
溢
れ
て
い
る
。
成
人
に
対
し
て
は
、
企

業
が
労
働
時
間
内
に
英
語
教
育
を
行
う
こ
と
を
義
務
付
け
た
時
も
あ
る
。

連
邦
政
府
は
先
の
三
つ
の
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
、
基
本
的
に
、

多
文
化
主
義
政
策
は
、
社
会
正
義
と
経
済
効
率
の
向
上
を
柱
と

し
て
、
よ
り
よ
い
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
実
現
を
目
指
す

と
訴
え
て
い
る
。
多
文
化
主
義
と
経
済
効
率
と
の
関
係
は
、
日
本
で
は
な

か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
が
、
建
国
に
役
立
つ
と
い
う
移
民
・
難
民
受
け
入
れ
を
中
心
に
国
民
国
家
形
成
と
発
展
を
進
め
て
き
た
オ
ー
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ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
経
済
的
に
役
立
つ
移
民
・
難
民
の
受
け
入
れ
が
優
先
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
多
文
化
主
義
と
経
済
効
率
の

結
び
つ
き
は
不
自
然
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
種
差
別
が
科
学
的
に
も
人
道
的
に
も
正
当
化
さ
れ
な
く
な
っ
た
二
〇
世
紀
後
半
で
は
、

差
別
は
移
民
・
難
民
あ
る
い
は
先
住
民
族
の
な
か
の
有
能
な
人
材
を
無
駄
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
非
経
済
的
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
多
文
化
主
義
は
、
自
由
・
平
等
・
民
主
主
義
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
と
は
別
物
で
は
な
い
。
人

種
・
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
言
語
・
文
化
・
宗
教
な
ど
の
違
い
や
国
籍
の
有
無
を
基
準
と
し
た
差
別
を
取
り
除
き
、
す
べ
て
の
国

民
が
自
由
・
平
等
な
社
会
的
基
盤
の
上
で
対
等
な
競
争
が
可
能
と
な
る
場
を
提
供
す
る
と
い
う
、
リ
ベ
ラ
ル
な
観
点
か
ら
発
展
し
た

も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
私
有
財
産
を
認
め
た
う
え
で
、
自
由
・
平
等
な
立
場
で
自
由
競
争
で
き
る
こ
と
が
、
最
も
経
済
的

に
効
率
的
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
支
援
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
三
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

①
定
住
生
活
支
援
・
社
会
参
加
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
‥
移
民
・
難
民
先
住
民
族
へ
の
定
住
・
生
活
・
教
育
・
就
職
支
援
か
ら
は
じ
ま

り
、
社
会
参
加
へ
の
障
害
を
取
り
除
い
て
社
会
参
加
を
促
し
、
生
活
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
政
策
・
サ
ー
ビ
ス
群
。
ホ
ス
ト

社
会
の
言
語
に
不
慣
れ
な
異
文
化
・
異
言
語
者
が
、
ホ
ス
ト
社
会
の
言
語
に
慣
れ
る
ま
で
待
つ
の
で
は
遅
い
の
で
、
多
文
化
・

多
言
語
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
な
る
。
と
同
時
に
定
住
の
た
め
の
生
活
支
援
と
社
会
参
加
の
た
め
の
援
助
に
加
え
、
ホ
ス
ト
社
会

が
も
つ
個
人
的
・
制
度
的
差
別
な
ど
の
障
害
を
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
必
ず
差
別
禁
止
法
な
ど
の

社
会
的
公
正
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
付
随
す
る
。

②
文
化
・
言
語
維
持
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
‥
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
・
言
語
・
宗
教
維
持
を
支
援
し
て
生
活
様
式
の

維
持
の
た
め
の
支
援
を
行
う
政
策
・
サ
ー
ビ
ス
群
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
や
宗
教
関
係
施
設
の
運
営
な
ど
に
必
要
な
専
門

家
な
ど
の
移
住
を
認
め
る
と
と
も
に
、
運
営
補
助
金
な
ど
の
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
多
文
化
主
義
法
の
制
定
な
ど
も
含
ま
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れ
る
。

③
多
文
化
教
育
や
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
‥
ホ
ス
ト
国
民
と
移
民
・
難
民
集
団
と
の
間
、
お
よ
び
各
種
移

民
・
難
民
集
団
間
の
相
互
理
解
と
文
化
交
流
を
促
進
し
て
社
会
秩
序
の
安
定
を
図
る
政
策
・
サ
ー
ビ
ス
群
。
様
々
な
文
化
の
良

い
と
こ
ろ
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
個
々
の
文
化
は
発
展
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
国
内
の
多
文
化
状
況
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
文
化
の

み
な
ら
ず
、
受
け
入
れ
国
の
国
民
文
化
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
か
ら
多
文
化
の
維
持
は
促
進
さ
れ
る
。
文

化
的
刺
激
に
よ
る
各
エ
ス
ニ
ッ
ク
文
化
・
国
民
文
化
双
方
の
発
展
が
目
的
で
あ
る
。

な
お
、
多
文
化
放
送
や
電
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
、
こ
う
し
た
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
サ
ー
ビ
ス
は
、
連
邦
あ
る
い
は
州
政
府

が
直
接
供
給
・
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、
地
方
自
治
体
と
の
連
携
の
上
で

N
G
O

や

N
P
O

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

保
守
党
系
か
革
新
系
の
政
府
・
自
治
体
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
優
先
さ
れ
、
金
額
が
ど
の
く
ら
い
配
分
さ
れ
る
か
、

交
付
金
全
体
の
予
算
額
も
経
済
状
況
を
反
映
し
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

N
G
O

や

N
P
O

の
設
立
や
運
営
を
支
援
す
る

た
め
の

N
G
O

や

N
P
O

も
設
立
さ
れ
て
い
る
。
多
文
化
主
義
政
策
の
最
初
の
①
②
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
あ
る
い
は
政
策
群
は
、
移
民
・

難
民
定
住
者
を
支
援
す
る
と
い
う
対
象
が
限
ら
れ
た
特
殊
主
義
的
な
も
の
だ
が
、
③
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
群
に
は
ホ
ス
ト
国
民
全
体
へ
の

啓
蒙
・
理
解
促
進
を
求
め
る
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
政
策
が
含
ま
れ
て
お
り
、
国
民
全
体
を
対
象
と
す
る
全
国
的
で
主
流
主
義
的

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
文
化
主
義
が
、
あ
る
特
定
の
移
民
・
難
民
集
住
地
域
で
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
国
的
に

実
施
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
を
強
調
す
る
と
多
文
化
主
義
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
政
策
の
全
国
的
制
度
化
へ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
、
④
と
し
て
独
立
に
扱
っ
て
よ
い
。
多
文
化
主
義
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
移
民
・
難
民
を
と
く
に
対
象
と
す
る
特
殊
主
義

的
な
も
の
か
ら
、
幅
広
く
国
民
全
体
を
対
象
と
す
る
主
流
主
義
的
な
も
の
ま
で
様
々
で
あ
る
。
文
化
的
に
多
様
な
社
会
の
秩
序
安
定

と
、
国
民
国
家
の
経
済
発
展
を
促
す
た
め
の
国
民
統
合
政
策
な
の
で
あ
る
（
図
1
参
照
）。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
多
文
化
主
義
政
策
の
目
標
は
野
放
図
に
多
文
化
性
の
拡
大
を
認
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
し
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て
お
き
た
い
。
先
に
論
じ
た
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
は
ま
さ
に
人
種
・
民

族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
よ
る
差
別
を
否
定
す
る
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ

い
て
い
る
た
め
、
自
ず
と
そ
こ
に
は
制
約
が
存
在
す
る
。
多
文
化
主
義
の

制
約
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
多
文
化
主
義
に
は
、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
、
第
一
に
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
そ
の
利
益
と
未
来
を
優
先
し
、
か
つ
そ
れ
ら

に
対
し
て
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
責
務
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前

提
（
国
益
優
先
）。

②
多
文
化
主
義
政
策
は
、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
社
会
の
基
本
的
構
造
と
原
則
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
す
な
わ
ち
憲
法
と
法
の
支
配
、
寛
容
と
平
等
、

議
会
制
民
主
主
義
、
言
論
と
宗
教
の
自
由
、
国
語
と
し
て
の
英
語
、

お
よ
び
男
女
平
等
で
あ
る
（
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
と
制
度
の
重
視
）。

③
多
文
化
主
義
政
策
は
、
与
え
ら
れ
た
権
利
と
な
ら
ん
で
義
務
を
課
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
文
化
と
信
条
を
表
明

す
る
権
利
は
、
相
互
責
任
を
と
も
な
い
、
他
の
人
々
が
そ
の
見
解
と
価
値
を
表
明
す
る
権
利
を
、
自
ら
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
義
務
と
責
任
）。

多
文
化
主
義
は
野
放
図
に
文
化
的
多
様
性
を
認
め
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
を
強
化
し
た
と
し
て
多
文
化
主
義
を
批
判
す
る
者
が
現

れ
る
が
、
こ
う
し
た
枠
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
無
知
に
基
づ
く
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
移
民
側
に
も
こ
う
し
た
枠
が
あ
る
こ
と

を
理
解
で
き
な
い
者
が
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
多
文
化
主
義
が
宗
教
的
・
文
化
的
原
理

図 1　多文化主義政策の射程
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主
義
を
促
進
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
多
文
化
主
義
の
議
論
が
は
じ
め
ら
れ
た
当
初
よ
り
注
意
深
く
論
議
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

㈡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
導
入
の
理
由

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義

は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
連
邦
国
家
を
形
成
す
る
際
に
確
立
し
た
白
豪
主
義
を
否
定
し
た
、
ウ

ィ
ッ
ト
ラ
ム
（G

o
u
g
h

W
hitla

m

）
連
邦
労
働
党
政
権
の
オ
ル
・
グ
ラ
ス
ビ
ー
（A

l
G
lassb

y

）
移
民
大
臣
が
一
九
七
三
年
に
導
入

を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
の
フ
レ
イ
ザ
ー
連
邦
自
由
党
・
地
方
党
連
合
政
権
が
一
九
七
八
年
に
、
移
民
の
社
会
統
合
に
関
す
る

ガ
ル
バ
リ
ー
委
員
会

が
多
文
化
主
義
の
導
入
を
勧
告
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
そ
の
勧
告
を
全
面
的
に
採
用
し
た
フ
レ
イ
ザ
ー

（M
alcol

m
F
raser

）
政
権
が
本
格
的
に
導
入
し
た
（
一
九
七
九
年
）。
現
在
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
は
、
一
九
七
三
年
に
グ
ラ
ス
ビ
ー
移
民
大
臣
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
白
豪
主
義
政
策
を
終
焉
さ

せ
、
英
語
系
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
以
外
の
移
民
・
難
民
を
受
入
れ
る
こ
と
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
益
に
な
る
と
し
て
、
多
文
化
主
義
の

導
入
の
必
要
性
を
宣
言
し
て
そ
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
政
治
・
経
済
的
に
も
ア
ジ
ア

太
平
洋
国
家
化
し
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
諸
国
と
の
経
済
関
係
を
強
化
し
て
い
く
動
き
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
大
量

移
民
政
策
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
の
多
文
化
社
会
化
の
動
き
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
よ
り
白
豪
主

義
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
の
障
害
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。

既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
政
策
は
カ
ナ
ダ
が
少
し
前
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
り
、
二
番
煎
じ
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、

カ
ナ
ダ
と
異
な
り
地
理
的
に
ア
ジ
ア
に
近
い
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
と
り
切
実
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
。
グ
ラ
ス
ビ
ー
自
身
も
非

英
語
系
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
の
背
景
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
グ
ラ
ス
ビ
ー
の
こ
の
多
文
化
主
義
導
入
宣
言
を
急
進
的
過
ぎ
る
と
感

じ
反
対
す
る
国
民
も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

N
S
W

州
農
業
地
帯
に
あ
る
グ
ラ
ス
ビ
ー
大
臣
の
選
挙
区
で
は
組
織
的
な
反
対
運
動
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が
行
わ
れ
、
グ
ラ
ス
ビ
ー
候
補
は
一
九
七
四
年
の
連
邦
総
選
挙
で
は
国
民
党
（
当
時
は
地
方
党
）
候
補
者
に
敗
北
し
て
し
ま
っ
た
。

さ
ら
に
、
ウ
ィ
ッ
ト
ラ
ム
政
権
そ
の
も
の
が
一
九
七
五
年
の
総
選
挙
に
敗
北
し
た
た
め
多
文
化
主
義
の
本
格
的
導
入
は
次
の
自
由

党
・
地
方
党
連
合
フ
レ
イ
ザ
ー
政
権
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
多
文
化
主
義
へ
の
期
待
は
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
そ

の
前
途
は
決
し
て
順
風
満
帆
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
導
入
時
代
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
白
豪
主
義
（W

hite
A
u
stralia

P
olic

y

）
と
は
、
狭
義
に
は
、
一
九
〇
一
年
の
連
邦
議
会
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
、

有
色
人
移
住
者
の
移
住
制
限
と
帰
国
奨
励
・
送
還
実
施
を
目
的
と
し
て
移
住
規
制
法
案
に
よ
る
移
住
制
限
と
公
民
権
の
制
限
を
さ
す

が
、
広
義
に
は
、
移
住
規
制
法
案
と
国
内
産
業
助
成
／
保
護
貿
易
関
税
・
連
邦
に
よ
る
大
陸
防
衛
政
策
、
国
内
労
働
者
の
生
活
を
守

る
強
制
調
停
・
仲
裁
法
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
の
繁
栄
と
文
化
同
質
性
を
守
る
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
が
六
〇
年
代
以
降
の
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
と
っ
て
は
不
都
合
な
も
の
と
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ジ

ア
・
太
平
洋
国
家
化
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
実
施
し
た
大
量
移
民
政
策
に
よ
り
非
英
語
系
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

系
住
民
が
増
加
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
理
由
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
発
生
し
た
、
米
国
の
ア
フ
リ
カ
系
米
国
人

に
よ
る
公
民
権
獲
得
の
た
め
の
大
衆
運
動
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
リ
ベ
ラ
ル
な
知
識
人
や
大
学
生
の
人
種
差
別
反
対
運
動
や
移
民

規
制
撤
廃
運
動
を
刺
激
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
（A

b
origi‑

n
al

）
の
土
地
権
回
復
運
動
に
つ
な
が
り
先
住
民
族
運
動
に
火
を
つ
け
白
豪
主
義
撤
廃
へ
の
圧
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

国
際
社
会
に
お
け
る
市
民
権
・
人
権
意
識
の
高
ま
り
に
よ
る
文
化
・
言
語
権
も
認
め
ら
れ
は
じ
め
る
と
い
う
事
情
も
影
響
し
て
い
た

（
図
2
参
照
）。

さ
ら
に
第
四
の
理
由
と
し
て
、
増
加
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
住
者
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
復
興
と
経
済
成
長
が
進
ん
だ
六
〇
年

代
に
な
る
と
帰
還
し
よ
う
と
す
る
動
き
を
強
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
白
豪
主
義
に
基
づ
く
同
化
主
義
の
強
要
は
、
両

親
の
文
化
と
言
語
を
知
ら
な
い
児
童
を
大
量
生
産
し
た
た
め
、
移
民
・
難
民
定
住
家
族
の
崩
壊
を
引
き
起
こ
し
社
会
問
題
化
し
帰
還
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者
を
増
加
さ
せ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
移
民
に
は
貧
困
家
庭
が

多
く
白
豪
主
義
の
見
直
し
の
声
が
社
会
福
祉
関
係
者
や
教
育

関
係
者
に
よ
り
大
き
く
な
り
、
多
文
化
主
義
導
入
の
声
が
強

ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
大
量
移
民
政
策
は
、
一
九
七
〇
年

代
の
初
期
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
経
済
の
停
滞
を
経
験
し

た
ウ
ィ
ッ
ト
ラ
ム
政
権
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
た
が
、
既
に
人

口
の
多
文
化
社
会
化
は
止
め
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

多
文
化
主
義
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
世
界
の
脱
植
民

地
化
の
動
き
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
影
響
し
た
の
で
あ

る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
一
九
四
二
年
に
そ
れ
ま
で
承
認
を

遅
ら
せ
て
い
た
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
憲
章
を
承
認
し
て
、

名
実
と
も
に
独
立
国
と
な
り
、
一
九
四
八
年
に
は

国
籍
・

市
民
権
法

（N
atio

n
ality

a
n
d
Citize

n
s
hip

A
ct

of19
48

）

を
制
定
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ン
・
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行
す

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
英
国
依
存
か
ら
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
地
域
と
の
経
済
・
政
治
関
係
を
拡
大
し
、
ア
ジ
ア
・

太
平
洋
国
家
（A

sia‐
P
acific

N
atio

n

）
へ
と
そ
の
国
民
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
変
更
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と

同
時
に
そ
れ
は
、
白
豪
主
義
を
土
台
と
す
る
伝
統
的
同
質
的

図２　戦後の多文化社会を促進した要因
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国
民
国
家
か
ら
多
文
化
的
国
民
国
家
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
進
展
と
逆
風
、
そ
し
て
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
導
入

㈠

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
進
展
と
逆
風
の
原
因

八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
の
多
文
化
主
義
と
逆
風

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
主
義
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
保
守
連
合
政
権
に
よ
り
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
が
、
導
入
直
後
よ
り
、
批
判

論
争
が
発
生
し
て
い
た
。
と
く
に
、
有
名
な
も
の
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。

①
一
九
八
四
年
の
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
歴
史
学
の
ブ
レ
イ
ニ
ー
（G.

Blain
e
y

）
教
授
に
よ
る
ア
ジ
ア
移
民
制
限
と
多
文
化
主
義
拡

大
規
制
論
争
、

②
八
八
年
の
ハ
ワ
ー
ド
（J.

H
o
w
a
d
）
自
由
党
リ
ー
ダ
ー
の
引
き
起
こ
し
た
ア
ジ
ア
移
民
制
限
論
争
と
国
家
主
権
論
争
（
移
民
者

数
の
決
定
と
供
給
国
指
定
の
権
利
は
国
家
主
権
に
属
す
の
で
、
国
際
批
判
は
内
政
干
渉
だ
と
ハ
ワ
ー
ド
首
相
が
論
じ
た
）、

③
元
中
国
駐
在
大
使
で
も
あ
っ
た
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
（S.

Fitz
g
erald

）・
シ
ド
ニ
ー
大
学
教
授
が
引
き
起
こ
し
た
多
文
化
主

義
批
判
論
争
（
米
国
型
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
政
策
を
採
用
し
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
求
め
た
）
は
、
国
際
的
な

反
響
も
引
き
起
こ
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
前
後
に
は
多
文
化
主
義
の
拡
大
は
、
移
民
受
け
入
れ
規
模
の
拡
大
そ
の
も
の
に
即
応
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

環
境
保
護
派
に
よ
る
大
量
移
民
継
続
反
対
論
争
を
生
み
だ
し
た
。
そ
の
議
論
は
移
民
の
半
数
前
後
が
ア
ジ
ア
系
で
あ
る
と
い
う
点
を

軽
視
し
て
い
た
た
め
、
反
ア
ジ
ア
移
民
論
者
や
反
多
文
化
主
義
論
者
に
利
す
る
こ
と
に
な
り
、
八
〇
年
代
後
半
に
は
環
境
保
護
派
内

で
の
移
民
論
争
が
メ
デ
ィ
ア
や
国
民
の
注
目
を
受
け
た
。
し
か
し
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ー
ク
（B

o
b
H
a
w
k
e

）
労
働
党
連
邦
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政
権
（
一
九
八
三
‐
九
一
年
）
は
多
文
化
主
義
を
堅
持
し
た
。

九
〇
年
代
に
も
論
争
は
続
い
た
。
ア
ジ
ア
系
住
民
が
増
大
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
中
心
に
多
文
化
社
会
化
し
て
い
た
一
九
五
〇
年
代
や

六
〇
年
代
に
比
べ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
七
〇
年
代
以
降
ア
ジ
ア
系
住
民
の
増
大
と
い
う
形
で
多
文
化
社
会
化
し
て
い
た
。
多
文
化

主
義
の
堅
持
は
九
一
年
に
ホ
ー
ク
政
権
を
引
き
継
い
だ
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
（Pa

ul
K
eatin

g

）
労
働
党
連
邦
政
権
（
九
一
‐
九
六
年
）
に

も
引
き
継
が
れ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
多
文
化
主
義
の
主
流
化
の
域
を
超
え
て
、
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
更
を
迫
る
改
革
へ
と

つ
な
が
っ
た
。
ま
ず
、
一
九
九
二
年
の
国
旗
改
訂
提
案
と
し
て
現
れ
た
。
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
は
、
英
国
国
旗
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

国
旗
の
左
隅
上
に
鎮
座
し
て
い
る
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
か
つ
て
白
豪
主
義
を
維
持
し
て
い
た
英
国
の
植
民
地
で
あ
る
こ
と
を

連
想
さ
せ
る
の
で
お
か
し
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
自
立
的
独
立
国
家
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
カ
ナ

ダ
同
様
に
国
旗
の
変
更
が
必
要
で
は
な
い
か
、
と
の
問
い
か
け
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
提
案
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
国
民
や
復
員
軍
人
協
会
（

R
S
L）
の
抵
抗
が
強
く
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
キ

ー
テ
ィ
ン
グ
労
働
党
首
相
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
白
豪
主
義
と
縁
を
切
り
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
示
そ

う
と
、
英
国
王
室
と
の
縁
を
切
る
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
政
体
変
更
（
立
憲
君
主
国
か
ら
共
和
国
大
統
領
制
へ
）
を
認
め
る

た
め
の
国
民
投
票
を
実
施
す
る
と
公
約
（
九
五
年
）
し
た
。
当
時
、
国
民
は
ア
ジ
ア
移
民
増
大
と
多
文
化
主
義
の
拡
張
に
不
安
を
感

じ
は
じ
め
て
い
た
。
日
本
お
よ
び
韓
国
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
廉
価
な
工
業
製
品
の
輸
入
拡
大
も
重
な
り
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
製
造
業
の
リ
ス
ト
ラ
や
経
営
改
革
が
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
国
民
は
生
活
文
化
に
加
え
て
文
化
不
安
の
双
方
を
強
め

る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
九
六
年
に
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
が
退
場
す
る
と
同
時
に
、
ク
イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
出
身
の

P
・
ハ
ン
ソ
ン
無
所
属
議
員
が
ア
ジ

ア
移
民
制
限
と
反
多
文
化
主
義
、
先
住
民
族
福
祉
政
策
削
減
の
論
陣
を
張
る
。
一
九
九
八
年
に
は
、
ハ
ン
ソ
ン
議
員
が
前
年
に
結
党

し
た

ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党

（O
n
e
N
atio

n
P
arty

）
に
対
し
て
国
民
か
ら
一
五
％
ほ
ど
の
支
持
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
（
ク
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イ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
で
は
、
二
三
％
）、
こ
れ
は
、
先
に
ア
ジ
ア
移
民
制
限
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
ハ
ワ
ー
ド
が
連
邦
首
相
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
ハ
ン
ソ
ン
議
員
の
言
動
・
行
動
に
対
し
て
素
早
い
対
応
を
取
ら
ず
、
発
言
の
自
由
を
盾
に
と
り
放
置
し
て
い
た
影
響

に
も
よ
る
。
さ
す
が
に
一
五
％
近
い
国
民
の
支
持
の
増
加
が
、
自
由
党
支
持
の
減
少
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
よ
う

や
く
対
応
を
取
り
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
国
際
非
難
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。

英
国
王
室
と
の
関
係
を
維
持
し
た
い
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
の
公
約
で
あ
る
国
民
投
票
を
一
九
九
九
年
に
実
施

し
た
。
自
ら
は
反
対
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
っ
て
国
民
投
票
を
敗
北
に
追
い
込
ん
だ
。
国
民
は
気
分
的
に
保
守
傾
向
を
強
め
て
い
た
。

し
か
し
、
個
人
的
に
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
多
文
化
主
義
や
共
和
主
義
を
嫌
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
多
文
化
主
義
の
即
時
撤
廃
に
は
踏
み

切
れ
な
か
っ
た
。
当
時
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
へ
多
国
籍
軍
を
派
遣
し
た
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
自
由
・
平
等
を
標
榜
す
る
民
主
主
義
国
家

の
責
務
と
し
て
の
海
外
派
兵
を
正
当
化
し
て
い
た
の
で
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
文
化
や
言
語
使
用
の
自
由
・
平
等
に
基
づ
く
多

文
化
主
義
を
簡
単
に
撤
廃
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
東
テ
ィ
モ
ー
ル
国
際
軍
（

I
N
T
E
R
F
E
T）
の
中
核
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
で
あ
り
、
一
九
九
九
年
八
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
二
月
に
か
け
て
派
遣
さ
れ
た
が
、
そ
の
最
中
に
、
ハ
ワ
ー
ド
は

多
文
化
主
義
の
継
続
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
際
刊
行
し
た
八
九
年
版
の
改
訂
版
で
あ
る

多
文
化
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
新
全
国
的
課
題

（
一
九
九
九
）

で
は
、
多
文
化
主
義
の
理
念
で
あ
る
文
化
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
社
会
的
公
正
、
経
済
効
率
と
い
う
基
本
理
念
は
、
名
称
を
変
え
た

だ
け
で
踏
襲
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
文
化
的
多
様
性
の
尊
重
（C

ultu
ral

R
esp

ect

）、
社
会
的
公
正
（Social

E
q
uity

）、
生
産
的
多
様

性
（Pro

d
u
ctiv

e
D
iv
ersity

）
と
変
え
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
理
念
の
最
初
に
市
民
的
義
務
（Civic

D
uty

、
義
務
と
権
利
の
均

衡
）
を
置
い
て
、
文
化
的
多
様
性
の
尊
重
よ
り
も
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
意
識
（
市
民
意
識
）
尊
重
が
一
番
大
切
で
あ
る
と
強
調
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
文
化
主
義
の
理
念
の
一
番
と
し
て
、
多
文
化
主
義
理
念
に
対
す
る
枠
が
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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二
〇
〇
〇
年
代
の
逆
風
│
│
多
文
化
共
生
か
ら
多
文
化
競
生
へ

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
も
ア
ジ
ア
移
民
と
多
文
化
主
義
へ
の
逆
風
は
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
英

語
系
国
民
の
間
に
、
多
文
化
社
会
化
の
急
速
な
進
展
と
多
文
化
主
義
の
本
格
的
導
入
に
よ
る
、
伝
統
文
化
の
将
来
に
対
す
る

文
化

不
安

が
拡
大
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
の
理
由
は
、
新
自
由
主
義
経
済
改
革
の
同
時
進
行
に
よ
る
社
会
格
差
の
拡
大
と
雇
用

流
動
化
・
不
安
定
化
に
よ
る

生
活
不
安

が
拡
大
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
多
文
化
主
義
で
特
定
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
不
当
に
優
遇

さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
満
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
生
活
不
安
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
方
が
強
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
思
い

や
る
国
民
は
少
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
新
自
由
主
義
経
済
改
革
に
よ
る
社
会
格
差
の
拡
大
に
主
流
国
民
は
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
住
民
は
多
文
化
主
義
の
下
で
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
逆
差
別
批
判
、P

olitics
of

R
ese

nt
m
e
nt

）。

こ
の
二
つ
の
不
満
を
体
現
し
て
い
た
の
が
ハ
ン
ソ
ン
・
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
の
連
邦
総
選
挙
に
お
い
て
敗

北
し
、
ハ
ン
ソ
ン
自
身
も
落
選
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
泡
沫
政
党
的
性
格
が
露
わ
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
む
し
ろ
、
不
満
を
代

弁
す
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
た
め
、
不
満
は
強
く
燻
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
う
し
た
不
満
が
、
二
〇
〇
五
年
の
シ
ド
ニ
ー
南

の
ク
ロ
ヌ
ラ
海
岸
で
の
暴
動
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
三
の
理
由
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
を
中
心
に
起
き
た
同
時
多
発
テ
ロ
以
後
連

続
す
る
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
に
よ
る
テ
ロ
攻
撃
の
存
在
で
あ
る
。
〇
二
年
に
は
バ
リ
島
レ
ス
ト
ラ
ン
自
動
車
自
爆
テ
ロ
、
〇
三
年

に
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
マ
リ
オ
ッ
ト
ホ
テ
ル
自
爆
攻
撃
、
〇
四
年
に
は
同
じ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
自
爆
テ
ロ
攻
撃

が
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
へ
の
猜
疑
心
は
高
ま
り
、
多
文
化
主
義
が
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
を
助
長
し
て
い
る
と
の
言
説
が
拡
大
し
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ジ
ア
・
オ
セ
ア
ニ
ア
海
域
は
、
も
は
や
楽
園
の
海
域
で
は
な
く
安
全
保
障
不
安
の
海
域
（A

rc
h
of

In
sec

u‑

rity

）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
よ
り
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
し
て
不
法
入
国
す
る
者
が
急
増
し
、
そ
の
な

か
に
テ
ロ
リ
ス
ト
や
テ
ロ
支
援
者
が
い
る
と
の
報
道
が
増
え
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
へ
の
警
戒
感
が
拡
大
し
た
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
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こ
れ
に
よ
り
、
不
法
移
住
を
幇
助
す
る
人
間
密
輸
業
者
へ
の
批
判
は
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。
と
く
に
、
二
〇
〇
一
年
八
月
か
ら
九
月

に
発
生
し
た
タ
ン
パ
号
事
件
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
向
か
う
四
五
〇
人
近
い
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
を
救
助
し
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
貨
物

船
タ
ン
パ
号
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
引
き
取
り
を
ハ
ワ
ー
ド
首
相
が
拒
否
し
追
い
返
し
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
以
前
よ
り
多
文
化
主
義
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
入
国
管
理
・
難
民
審
査
が
甘
い
と
思
わ
れ
て
い
る
と
の
噂
を
打
ち

消
す
た
め
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
を
海
上
で
追
い
返
す
、
あ
る
い
は
南
太
平
洋
の
島
嶼
国
に
移
動

さ
せ
、
そ
の
地
で
難
民
審
査
を
受
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
審
査
そ
の
も
の
の
厳
格
化
を
図
る

太
平
洋
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

政
策
を

図３　多文化主義への反発のメカニズム

図 4　多文化主義導入の２つの目的
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実
行
し
（
こ
れ
は
、
ラ
ッ
ド
政
権
登
場
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
）、
上
陸
申
請
の
で
き
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
領
土
の
定
義
を
よ
り
限

定
し
、
国
境
警
備
予
算
を
増
加
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
移
民
政
策
と
国
家
安
全
保
障
問
題
と
を
関
連
付
け
た
議
論
（Sec

u
ritizatio

n

of
i
m
m
ig
ratio

n

）
を
煽
り
、
国
民
の
不
安
を
一
層
強
め
た
（
図
3
参
照
）。

多
文
化
主
義
へ
の
批
判
の
原
因
の
第
四
の
理
由
は
、
多
文
化
主
義
の
普
及
に
よ
る
逆
説
的
な
効
果
で
あ
る
（
多
文
化
主
義
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
）。
多
文
化
主
義
は
、
日
本
で
い
う
多
文
化
共
生
を
実
現
す
る
た
め
の
移
民
・
国
民
統
合
政
策
で
あ
る
が
、
多
文
化
主
義

の
な
か
に
は
、

多
文
化
共
生

と

多
文
化
競
生

の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
（
図
4
参
照
）。
多
文
化
共
生

（M
ultic

ultu
ral

C
orp

eratio
n

）
と
は
、
移
民
・
難
民
・
定
住
外
国
人
労
働
者
と
国
民
と
の
間
の
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
図
り
、
相
互
理
解
・
協
力
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
や
社
会
的
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
文
化
的
多
様
性
を
維
持
す
る
と
い
う

側
面
が
強
い
。
他
方
、
多
文
化
競
生
（C

o
m
p
etitiv

e
D
iv
ersity

）
と
は
、
人
種
・
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、
国
籍
の
有
無
・
出
身

地
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
し
、
人
の
脳
力
・
能
力
を
基
に
平
等
な
競
争
を
実
施
し
て
、
企
業
・
社
会
の
競
争
力
を
高
め
る
と
と
も

に
文
化
多
様
性
を
図
る
側
面
が
強
い
。

多
文
化
共
生
は
、
移
民
・
難
民
定
住
者
の
定
住
支
援
と
と
も
に
、
文
化
・
言
語
等
の
維
持
を
支
援
す
る
の
は
、
社
会
的
弱
者
と
し

て
の
移
民
・
難
民
を
苦
難
か
ら
救
う
た
め
だ
が
、
多
文
化
競
生
で
は
、
移
住
者
へ
の
共
生
支
援
は
、
単
に
仲
良
く
生
活
す
る
た
め
で

は
な
く
、
す
べ
て
の
国
民
が
社
会
参
加
を
果
た
し
、
受
け
入
れ
国
に
お
い
て
有
能
な
人
材
と
し
て
競
争
的
に
働
い
て
も
ら
う
こ
と
は
、

人
材
・
人
的
資
源
の
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
受
け
入
れ
国
の
国
益
に
も
な
り
、
定
住
者
に
と
っ
て
も
利
益
に
な
る
の
だ
か
ら
、
人
種

差
別
は
非
効
率
な
の
で
や
ら
な
い
。
情
け
は
ひ
と
の
た
め
な
ら
ず
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
社
会
的
公
正
（
社
会
正
義
の
重
視
は
、

経
済
効
率
の
た
め
で
も
あ
る
。
そ
し
て
競
争
に
勝
っ
た
者
同
士
が
共
生
す
る
社
会
を
作
る
と
い
う
競
争
社
会
の
原
理
が
働
い
て
い
る
。

多
文
化
共
生
は
、
移
民
・
難
民
・
外
国
人
労
働
者
の
多
く
は
、
生
活
困
窮
状
況
か
ら
脱
出
し
生
活
向
上
を
求
め
て
や
っ
て
く
る

〈
社
会
的
弱
者
〉
を
保
護
す
る

福
祉
主
義
的
多
文
化
主
義

（Social
M
ultic

ultu
ralis

m

）
で
あ
る
。
多
く
は
、
低
賃
金
肉
体
単
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純
労
働
者
に
な
る
人
々
で
あ
り
、
ホ
ス
ト
国
の
言
語
力
や
受
け
て
き
た
教
育

レ
ベ
ル
は
低
い
か
ら
、
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
期
の
福
祉
国

家
化
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
延
長
と
し
て
行
わ
れ
る
性
格
が
強
い
。
社
会

的
弱
者
を
助
け
、
仲
良
く
共
存
す
る
大
き
な
政
府
を
前
提
と
す
る
分
厚
い
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
る
。
多
文
化
競
生
は
、
社
会
的
弱
者
と
思
わ
れ
て
い
る

人
々
の
な
か
に
も
有
能
な
人
材
は
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
社
会
参
加
支
援
と
と

も
に
生
活
・
教
育
・
職
業
訓
練
は
必
須
で
あ
り
、
国
内
で
の
競
争
を
強
め
、

よ
り
よ
い
人
材
を
生
み
だ
す
必
要
が
あ
る
と
の
観
点
か
ら
実
施
さ
れ
る
。

経
済
主
義
的
多
文
化
主
義

（Eco
n
o
m
ic

M
ultic

ultu
ralis

m

）
で
あ
る
。

多
文
化
共
生
は
、
社
会
的
弱
者
を
救
う
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
る
社
会
的

移
民
（
家
族
呼
び
寄
せ
、
難
民
・
人
道
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
受
け
入
れ
る
移
住

者
）
を
も
重
視
す
る
政
策
を
取
り
入
れ
、
後
者
は
、
競
争
力
の
あ
る
移
住
者

を
優
先
す
る
経
済
的
移
民
（
資
本
家
・
技
能
・
専
門
職
労
働
者
移
民
）
を
重
視

す
る
政
策
を
採
用
し
、
難
民
、
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
へ
の
風
当
た
り
も
強
め
る

（
図
5
参
照
）。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
多
文
化
主
義
を
導
入
し
て
三
〇
年
近
く
が
経
過
す
る
。
そ
う
な
る
と
多
文
化
主
義
の
も
と
で
成
長
し
、

競
争
力
の
あ
る
移
民
系
住
民
が
育
っ
て
く
る
。
国
民
と
の
間
に
教
育
・
職
業
を
め
ぐ
る
競
争
も
目
立
ち
始
め
、
国
民
の
な
か
に
多
文

化
主
義
に
不
安
を
抱
く
も
の
も
増
え
て
く
る
。
福
祉
主
義
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
多
文
化
共
生
へ
の
努
力
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
、
ホ
ー
ク
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
の
時
代
に
か
け
て
展
開
し
、
経
済
主
義
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
多
文
化
競
生
は
、

図 5　２つの多文化主義と２つの移民政策
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キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
後
期
よ
り
ハ
ワ
ー
ド
政
権
全
般
期
に
か
け
て
強
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
多
文
化
主
義

の
二
つ
の
側
面
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
理
解
し
、
こ
の
変
化
に
対
応
で
き
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
少
な
い
の
で
、
激
烈
な
競
争
社

会
で
あ
る

多
文
化
競
生
社
会

を
生
み
だ
し
た
多
文
化
主
義
へ
の
不
満
と
不
安
は
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
終
焉
論
台
頭
と
二
〇
〇
七
年
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
導
入

ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
以
上
諸
々
の
条
件
が
揃
い
は
じ
め
る
な
か
で
、
多
文
化
主
義
の
排
除
へ
と
動
き
は
じ
め
た
。
ま
ず
、
二
〇
〇

五
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
法
を
改
正
し
、
適
正
を
欠
く
場
合
に
は
市
民
権
の
申
請
の
拒
否
を
可
能
と
す
る
と

い
う
条
件
を
付
け
加
え
た
。
従
来
、
審
査
拒
否
は
な
か
っ
た
の
で
帰
化
審
査
を
厳
し
く
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
同
時
に
、
国
旗
掲
揚

を
受
け
入
れ
る
学
校
に
財
政
支
援
を
強
化
す
る
と
い
う
保
守
的
な
政
策
を
打
ち
だ
し
て
い
る
。
〇
六
年
に
は
移
民
省
事
務
次
官
な
ど

の
高
級
官
僚
か
ら
多
文
化
主
義
の
名
称
変
更
や
多
文
化
主
義
不
要
論
を
唱
え
さ
せ
る
と
と
も
に
（M‐

is
m
is

dirty

）、
〇
七
年
一
月

に
内
閣
改
造
を
行
っ
た
際
に
、
移
民
省
の
名
称
を
変
更
し
、
名
称
か
ら

多
文
化

の
文
字
を
消
し
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
取
り

替
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、D

e
p
art

m
e
nt

for
I
m
m
igratio

n
a
n
d

M
ultic

ultural
A
ffaires

か
らD

e
p
art

m
e
nt

for

I
m
m
igratio

n
a
n
d
Citize

nship

へ
の
変
更
で
あ
る
。
移
民
省
は
一
九
四
五
年
に
設
置
さ
れ
て
以
来
、

移
民
省

と
単
純
な
名

前
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
七
五
年
にD

e
p
art

m
e
nt

for
I
m
m
igratio

n
a
n
d
E
th

nic
A
ffairs

と
な
っ
て
以
来
、

エ
ス
ニ
ッ
ク

か

多
文
化

の
名
称
が
付
加
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
よ
り
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
（Citize

n
s
hip

T
est

）
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
政

権
が
二
〇
〇
六
年
九
月
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
関
す
る
意
見
を
国
民
よ
り
求
め
た
と
こ
ろ
、

一
六
四
四
も
の
応
答
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
六
〇
％
が
テ
ス
ト
の
導
入
に
賛
成
で
あ
っ
た
。
二
五
％
は
反
対
し
一
五
％
は
意
見
を
表

明
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
ハ
ワ
ー
ド
政
府
は
導
入
を
決
め
、
同
年
一
二
月
に
テ
ス
ト
に
関
す
る
法
案
提
出
の
用
意
が
あ
る
こ
と
を
発
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表
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
長
期
滞
在
者
に
は
価
値
同
意
書
へ
の
サ
イ
ン
を
求
め
る
こ
と
も
あ
る
と
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
法
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
に
議
会
に
上
程
さ
れ
、
一
二
月
に
は
通
過
し
、
テ
ス
ト
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
日
よ

り
実
施
さ
れ
た
。
価
値
同
意
書
へ
の
サ
イ
ン
は
同
年
一
二
月
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
は
、
あ
る
一
定
の
英
語
力
を
身
に
つ
け
た
こ
と
を
前
提
と
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
や
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
政
治
制
度
や
歴
史
に
つ
い
て
の
簡
単
な
テ
ス
ト
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
よ
り
実
施

さ
れ
た
保
守
連
合
政
権
に
よ
る
、
義
務
教
育
を
中
心
と
し
た
新
た
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
の
成
果
が
表
れ
る
頃
で
も
あ
っ
た
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
ホ
ー
ク
／
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
労
働
党
連
邦
政
権
の
時
代
（
八
三
年
～
九
六
年
）
か
ら
、
国
民
全
体
の
市
民
意

識
・
政
治
意
識
強
化
の
た
め
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
は
じ
め
て
い
た
。
そ
れ
は
確
か
に
、
多
文
化
主
義
導

入
時
代
と
重
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
移
民
や
難
民
の
子
弟
に
は
第
三
世
界
か
ら
く
る
も
の
が
多
い
の
で
、
移
民
子
弟
の
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
が
必
要
だ
と
の
認
識
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
労
働
党
は
国
民
全
般
の
市
民
意
識
の

低
さ
へ
の
危
機
感
が
強
か
っ
た
。

ハ
ワ
ー
ド
自
由
党
・
国
民
党
保
守
連
合
政
権
（
一
九
九
六
年
～
二
〇
〇
七
年
）
の
時
代
に
な
る
と
、
多
文
化
主
義
論
争
を
経
験
し
た

後
で
あ
り
、
多
文
化
主
義
へ
の
不
安
・
不
信
も
強
く
な
っ
て
い
た
。
多
文
化
社
会
だ
か
ら
こ
そ
、
非
白
人
系
移
民
子
弟
へ
の
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
が
必
要
だ
と
の
観
点
が
強
く
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
印
象
が
強
い
。
し
か
も
、
世
界
的
に
テ
ロ
攻
撃
に
対
す
る
不

安
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
多
文
化
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
系
移
住
定
住
者
の
再
教
育
と
し
て
実
施
さ
れ
る
と
と

も
に
、
国
民
に
は
白
人
の
優
位
性
を
印
象
付
け
る
意
図
が
露
骨
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
概
要
を
み
る
と
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
。
単
純
な
操
作
で
誰
に
で
も
対
応
可
能
で
あ
る
が
、
念
の
た
め
画

面
上
で
捜
査
・
解
答
の
仕
方
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。
試
験
は
英
語
で
行
わ
れ
、
試
験
時
間
は
四
五
分
以
内
だ
が
、
障
害
者
な
ど
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へ
の
対
応
の
必
要
に
応
じ
て
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
同
席
す
る
場
合
は
九
〇
分
以
内
で
行
う
。
持
ち
込
み
は
一
切
不
可
。
試
験
室
へ
の
私

有
物
持
ち
込
み
は
可
能
だ
が
、
試
験
中
は
机
の
下
に
置
く
。
携
帯
電
話
を
含
め
情
報
機
能
の
あ
る
デ
ジ
タ
ル
機
器
は
試
験
中
電
源
オ

フ
と
さ
れ
る
。
以
上
の
規
則
を
守
ら
な
い
場
合
は
退
席
さ
せ
ら
れ
る
。
大
学
の
入
学
試
験
あ
る
い
は
期
末
試
験
と
同
じ
で
あ
る
。
試

験
は
、
テ
ス
ト
用
教
科
書
の
な
か
か
ら
出
題
さ
れ
る
の
で
、
必
ず
入
手
し
て
予
習
し
て
お
く
こ
と
。
二
〇
〇
題
ほ
ど
の
問
題
が
作
成

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
か
ら
機
械
的
に
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
二
〇
問
選
び
出
さ
れ
る
の
で
解
答
す
る
。
い
ず
れ
も
選
択
肢
問
題
で

あ
る
。
当
初
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
の
も
つ
責
任
に
関
す
る
三
つ
の
基
本
問
題
に
は
正
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
合

格
点
は
六
〇
点
と
さ
れ
て
い
た
。
以
下
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
用
教
科
書
の
内
容
を
中
心
に
、
何
を
覚
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
か
概
観
し
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

㈢

と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト

（Citize
n
s
hip

test
reso

u
rce

b
o
o
k

）
は
日
本
語
版

で
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
取
得
│
│
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
あ
な
た
の
約
束

と
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
・
テ
ス
ト
受
験
者
が
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
科
書
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
の
序
文
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
テ
ィ
ズ

ン
シ
ッ
プ
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
長
い
が
引
用
し
て
お
き
た
い
。
原
文
で
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ

プ
は

市
民
権

と
訳
さ
れ
て
い
た
の
で
引
用
文
中
で
は
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
文
中
の
英
文
は
英
語
版
よ
り
引
用
し
た
が
、
人
名

に
関
し
て
は
氏
名
が
完
全
で
な
い
場
合
筆
者
が
補
っ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
市
民
権
取
得
を
求
め
る
こ
と
で
、
あ
な
た
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
住
み
、
こ
の
国
の
将
来
に
貢
献
す
る
こ
と
を
選

ば
れ
ま
し
た
。
市
民
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
自
分
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
と
呼
ぶ
機
会
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
は
移
住
の
旅
に
お

い
て
最
後
の
、
そ
し
て
も
っ
と
も
大
切
な
ス
テ
ッ
プ
で
す
。
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
は
、
出
生
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
れ
、
選
択
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人

の
共
通
の
き
ず
な
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
、
あ
る
独
特
な
国
の
社
会
に
加
わ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ

に
は
責
任
と
権
利
や
恩
恵
が
伴
う
と
同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
暮
ら
し
に
全
面
的
に
参
加
す
る
機
会
も
得
ら
れ
ま
す
。

古
代
の
地
で
あ
り
な
が
ら
比
較
的
歴
史
の
浅
い
国
で
も
あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
〇
〇
カ
国
以
上
の
国
々
か
ら
の
移
住

者
と
市
民
権
取
得
者
を
歓
迎
し
て
き
ま
し
た
。
民
族
的
・
文
化
的
多
様
性
（eth

nic
a
n
d
c
ultu

ral
div

ersity

）
と
国
の
団
結
を
こ
れ
ほ

ど
う
ま
く
調
和
さ
せ
て
き
た
国
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
以
外
に
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
権
が
授
与
さ
れ
る
際
に
は
、
市
民
権
取
得
者
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
そ
の
国
民
へ
の
忠
誠
を
誓
い
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
民
主

主
義
の
信
念
を
共
有
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
権
利
と
自
由
を
尊
重
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
を
守
り
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
を
要
請

さ
れ
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
西
洋
の
政
治
的
伝
統
に
従
っ
た
自
由
民
主
主
義
国
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
市
民
社
会
の
価
値
（T

h
e
civic

v
alu

es
of

A
u
stralia

）
に
は
、
す
べ
て
の
個
人
の
平
等
な
価
値
と
尊
厳
及
び
自
由
の
尊
重
、
宗
教
的
寛
容
、
男
女
平
等
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
市
民
権
と
は
こ
う
い
っ
た
価
値
を
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
そ
し
て
地
元
社
会
で
体
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
現

代
の
市
民
権
の
基
盤
に
は
、
独
立
国
家
と
し
て
の
認
識
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
共
有
す
る
も
の
に
対
す
る
長
年
の
愛
着
な
ど
も
含
ま
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
新
し
い
市
民
権
取
得
者
は
、
政
府
の
支
援
を
得
て
、
基
本
的
な
英
語
の
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
歴
史
と
遺
産
、
国
土
と
国
民
、
永
年
に
わ
た
っ
て
発
展
し
て
き
た
こ
の
国
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
に
つ
い
て
も
、

い
く
ら
か
知
っ
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
知
識
は
新
し
い
市
民
権
取
得
者
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
教
育
、
雇
用
、
そ
の
他

の
機
会
を
得
る
上
で
役
立
ち
ま
す
。
ま
た
運
命
を
共
に
し
、
必
要
が
生
じ
れ
ば
共
通
の
利
益
の
た
め
に
犠
牲
も
共
有
す
る
と
い
う
感
覚
を
伴

う
、
結
束
力
の
あ
る
統
合
さ
れ
た
社
会
（a

co
h
esiv

e
a
n
d
inte

g
rate

d
）
を
育
む
上
で
も
、
こ
の
知
識
は
有
益
で
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
市
民
権
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
最
優
先
（an

o
v
erridin

g
co

m
m
it
m
e
nt

to
A
u
stralia

）
す
る
と
い
う
約
束
を

意
味
し
ま
す
。
私
た
ち
が
も
ち
よ
っ
た
異
な
る
経
験
、
多
様
な
民
族
背
景
や
文
化
（ou

r
div

erse
b
ac

k
g
ro

u
n
ds

a
n
d
c
ultu

res

）
の
す

べ
て
が
、
こ
の
共
有
す
る
約
束
を
豊
か
な
も
の
に
し
ま
す
。
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上
記
に
概
略
を
ま
と
め
た
価
値
は
長
年
に
わ
た
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
促
進
し
、
話
し
合
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
価
値

は
出
身
民
族
が
多
様
で
文
化
的
伝
統
も
異
な
る
何
百
万
人
も
の
人
々
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
歓
迎
し
、
社
会
に
う
ま
く
と
け
こ
ま
せ
る
上
で

役
立
っ
て
き
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
文
化
的
多
様
性
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
を
作
り
出
す
長
所
の
一
つ
で
す
。
法
と
い
う
枠
組
み

の
中
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
誰
で
も
自
分
の
文
化
や
信
念
を
表
現
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
、
つ
ま
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
、
価
値
、
国
民
を
最
優
先

す
る
と
い
う
約
束
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
取
得
は
単
な
る
セ
レ
モ
ニ
ー
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
落
ち
着
い
て
世
界
に
臨
む
、
自

信
の
あ
る
国
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
い
う
国
の
二
一
世
紀
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
心
に
あ
る
も
の
で
す

。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
と
る
こ
と
が
、
い
か
に
大
切
か
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
世
界
中
か
ら
移

民
が
集
ま
る
多
文
化
移
民
国
家
で
あ
る
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
文
化
多
様
性
は
多
文
化
主
義
の
成
果
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
自
由
・
平
等
、
議
会
制
民
主
主
義
と
国
益
重
視
の
観
点
だ
け
で
す
べ
て
う
ま
く
や
っ
て

き
た
か
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
目
次
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

パ
ー
ト
一
‐
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
あ
る
こ
と
は
何
を
意
味
し
ま
す
か

オ
ー
ス
ラ
リ
ア
国
民
の
責
任
及
び
権
利
と
恩
恵

オ
ー
ス
ラ
リ
ア
の
価
値

パ
ー
ト
二
‐
私
た
ち
の
国
土
、
私
た
ち
の
国

オ
ー
ス
ラ
リ
ア
の
紹
介

今
日
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人

オ
ー
ス
ラ
リ
ア
の
国
名
と
象
徴

オ
ー
ス
ラ
リ
ア
の
歴
史
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パ
ー
ト
三
‐
こ
の
国
の
政
治

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
政
治

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法

政
府
の
レ
ベ
ル

選
挙
で
選
ば
れ
た
あ
な
た
の
代
表
者

パ
ー
ト
四
‐
市
民
権
の
申
請

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
取
得

本
書
の
利
用
方
法

問
題
例

パ
ー
ト
一
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
恩
恵
・
権
利
そ
し
て
発
生
す
る
責
任
・
義
務
に

つ
い
て
列
記
す
る
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
的
価
値
（A

u
stralia

n
v
alu

es

）
と
は
何
か
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
は
一
定
の
権
利
と
恩
恵
を
有
し
下
記
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〈
権
利
〉

＊
投
票

＊
議
員
に
立
候
補

＊
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
帰
国
の
自
由

＊
海
外
で
生
ま
れ
た
自
分
の
子
供
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
子
供
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
と
し
て
登
録

＊
海
外
に
い
る
間
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
外
交
係
官
か
ら
領
事
館
の
全
面
的
援
助
を
求
め
ら
れ
る

〈
責
任
〉

＊
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
防
衛
軍
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
公
務
員
と
し
て
広
範
な
雇
用
機
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

＊
連
邦
、
州
・
特
別
地
域
の
選
挙
及
び
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
で
投
票
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＊
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
陪
審
員
を
務
め
る

＊
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
防
衛
す
る
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
生
ま
れ
た
国
民
と
同
じ
権
利
と
例
外
規
定
を
受
け
る
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
と
し
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
事
実
や
価
値
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
以
下
の
事
項
で
あ
る
。

①
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
価
値

②
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
歴
史
、
文
化
、
地
理

③
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
旗
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
シ
ン
ボ
ル
（
紋
章
）

④
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
議
会
制
民
主
主
義
の
仕
組
み

⑤
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
と
し
て
の
責
任
と
特
権

そ
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
価
値
と
い
わ
れ
る
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

で
は

現
代
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
重
要
な
価
値
に
は
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す

と
の
前
書
き
の
後
に
以
下
の
一
〇
項
目
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
（
以
下
日
本
語
版
よ
り
引
用
）。

①
個
人
の
価
値
の
平
等
の
尊
重
、
個
人
の
尊
厳
と
自
由
の
尊
重
（resp

ect
for

th
e
e
q
u
al

w
orth,

dig
nity

a
n
d
fre

e
d
o
m
of

th
e
in‑

divid
u
al

）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
一
人
一
人
が
自
由
で
平
等
で
あ
り
、
尊
厳
と
尊
重
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
人
は
、
法
の
許
す
範
囲
内
で
、
ま
た
一
人
の
自
由
が
他
人
に
害
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
信
念
、
言
論
、
宗
教
、
平
和
的
集
会
と
結
社

の
自
由
と
い
っ
た
基
本
的
自
由
を
有
し
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
社
会
に
お
け
る
争
い
の
解
決
法
と
し
て
暴
力
、
脅
迫
、
屈
辱
を
使

う
こ
と
を
拒
否
し
ま
す
。
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②
言
論
の
自
由
（free

d
o
m
of

sp
e
ec

h

）、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
人
を
危
険
に
さ
ら
し
た
り
、
人
の
名
誉
を
傷
づ
け
た
り
、

他
人
の
言
論
の
自
由
を
妨
害
し
な
い
限
り
、
い
か
な
る
話
題
、
問
題
、
人
に
つ
い
て
も
自
分
の
考
え
る
こ
と
を
自
由
に
言
っ
た
り
、
書
い

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
新
聞
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
、
そ
の
他
の
形
の
メ
デ
ィ
ア
に
も
あ
て
は
ま
り
ま

す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
政
府
の
行
為
に
自
由
に
抗
議
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
を
変
更
す
る
た
め
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う
こ
と
も
自

由
で
す
。
言
論
の
自
由
は
人
々
が
自
分
自
身
を
表
現
し
た
り
、
考
え
を
話
し
合
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。
虚
偽
の
情
報
や

う
そ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
か
ら
個
人
の
名
誉
を
守
る
法
律
が
あ
り
ま
す
。

③
宗
教
の
自
由
と
政
教
分
離
（fre

e
d
o
m
of

religio
n
a
n
d
sec

ular
g
o
v
er
n
m
e
nt

）、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
、
信
仰
の
実

践
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
法
に
反
し
な
い
限
り
、
自
分
の
選
ん
だ
宗
教
を
自
由
に
信
仰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
に

は
宗
教
を
信
仰
し
な
い
自
由
も
あ
り
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
で
は
宗
教
の
不
寛
容
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

政
治
は
宗
教
と
分
離
し
て
お
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
公
式
宗
教
も
国
家
宗
教
も
あ
り
ま
せ
ん
。
政
府
は
宗
教
と
は
無
関
係
に
す
べ
て

の
国
民
を
平
等
に
扱
い
ま
す
。
各
種
宗
教
の
法
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
的
拘
束
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
離
婚
法
は
国
会
が
制
定
し
た
法
で
す
。
離
婚
の
プ
ロ
セ
ス
や
、
子
供
の
監
護
権
、
財
産
処
理
合
意
手
続
き
な
ど
の
関
連
事
項
は
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
会
が
可
決
し
た
法
に
従
っ
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
こ
れ
ら
の
法
の
保
護
を

受
け
る
権
利
を
有
し
ま
す
。
一
部
の
宗
教
や
文
化
の
慣
習
、
例
え
ば
重
婚
な
ど
は
違
法
で
す
。

④
結
社
の
自
由
（free
d
o
m
of

associatio
n

）、
法
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
自
由
に
集
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
、

政
府
や
そ
の
他
の
組
織
に
抗
議
す
る
こ
と
も
自
由
で
す
。
た
だ
し
、
抗
議
は
平
和
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
抗
議
中
に
人
や
物
に

損
害
や
傷
害
を
与
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
結
社
の
自
由
に
は
、
合
法
的
な
組
織
や
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
る
自
由
、
加
わ
ら
な
い
自
由

も
含
ま
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
組
織
に
は
政
党
、
組
合
、
社
会
団
体
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

⑤
議
会
制
民
主
主
義
と
法
の
支
配
の
支
持
（su

p
p
ort

for
p
arlia

m
e
ntar

y
d
e
m
ocrac

y
a
n
d
th

e
r
ule

of
la

w

）、
議
会
制
民
主
主
義

と
は
、
国
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
か
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
議
会
が
ど
の
よ
う
に
代
表
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
が
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
定
期
的
な
選
挙
と
公
開
さ
れ
た
国
会
討
論
を
通
じ
て
、
政
府
は
オ
ー
ス
ト
ラ
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リ
ア
の
全
国
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
負
い
ま
す
。
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
議
員
で
構
成
さ
れ
る
議
会
は
、
私
た
ち
の
法
を
制
定
し
た

り
、
法
を
制
定
す
る
権
限
を
委
譲
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
機
関
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
法
の
価
値
の
認
識
は
、
法
と

は
選
挙
で
選
ば
れ
た
政
府
が
確
立
す
る
行
動
規
則
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
規
律
が
あ
っ
て
自
由
な
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
社
会
が
従
う
も

の
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
誰
で
も
政
府
の
制
定
し
た
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
人
は
誰
で
も
法
の
支
配
に
よ
る
保
護
を
受
け
ま
す
。
こ
れ
は
政
治
家
や
警
察
な
ど
権
力
を
有
す
る
立
場
に
あ
る
人
で
あ
っ
て
も
、

法
の
上
に
立
つ
者
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。

⑥
法
の
下
で
の
平
等
（eq

u
ality

u
n
d
er

th
e
la

w

）、
す
べ
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
法
の
下
で
平
等
で
す
。
こ
れ
は
誰
で
も
人
種
、

出
身
民
族
や
出
身
国
、
年
齢
、
性
別
、
婚
姻
関
係
、
障
害
、
政
治
や
宗
教
上
の
信
念
を
理
由
に
他
人
と
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
政
府
官
庁
や
独
立
し
た
裁
判
所
は
誰
で
も
公
平
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
等
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
の
意
味
は
、
雇
用
や
昇
進
が
各
自
の
技
能
、
能
力
、
経
験
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
文
化
背
景
や
政
治
信
念
に
基

づ
い
て
は
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
こ
れ
は
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
別
、
婚
姻
関
係
を
理
由
に
店
や
ホ
テ
ル
で
サ
ー
ビ

ス
を
断
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

⑦
男
女
平
等
（eq

u
ality

of
m
e
n
a
n
d
w
o
m
e
n

）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
男
女
は
平
等
な
権
利
を
有
し
ま
す
。
仕
事
や
職
業
は
男
女
両

方
に
平
等
に
開
け
て
お
り
、
兵
役
に
も
男
女
両
方
が
就
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
政
府
の
職
に
も
男
女
と
も
に
就
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑧
機
会
の
平
等
（eq
u
ality

of
o
p
p
ortu

nity

）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
は
機
会
の
平
等
と
、
よ
く

fair
g
o

と
言
わ
れ
る
公
平
の
精
神

を
重
視
し
ま
す
。
こ
れ
は
誰
か
が
人
生
で
達
成
す
る
事
柄
は
そ
の
人
自
身
の
才
能
や
仕
事
、
努
力
の
結
果
で
あ
る
べ
き
で
、
出
生
の
偶
然

に
よ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
誰
で
も
出
生
国
、
文
化
背
景
、
政
治
信
念
、
言
語
、
性
別
、
宗
教
的
信
条
を
理
由
に
不

利
な
立
場
に
置
か
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
皆
が
同
じ
、
あ
る
い
は
皆
が
等
し
い
富
や
財
産
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
が
目
的
と
す
る
も
の
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
社
会
に
公
式
な
あ
る
い
は
強
固
な
階
級
の
区
別
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で

す
。

⑨
平
和
的
で
あ
る
こ
と
（pe

acefuln
ess

）、
私
た
ち
は
私
た
ち
の
平
和
的
社
会
を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
変
化
は
、
話
し
合
い
や
平
和
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的
な
説
得
、
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
で
生
じ
る
べ
き
だ
と
信
じ
ま
す
。
人
の
心
や
法
を
変
え
る
手
段
と
し
て
暴
力
を
使
う
こ
と
を
私
た
ち
は
拒

否
し
ま
す
。

⑩
寛
容
、
相
互
尊
重
、
困
っ
た
人
へ
の
思
い
（tolera

n
ce,

m
utu

al
resp

ect
a
n
d
co

m
p
assio

n
for

th
ose

in
n
ee

d

）、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
人
は
全
体
的
に

liv
e
a
n
d
let

liv
e

（
自
分
も
他
人
も
好
き
な
よ
う
に
生
き
る
べ
き
）

と
い
う
原
則
を
支
持
し
て
い
ま
す
。
こ
の

結
果
、
ど
こ
の
出
身
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
寛
容
と
相
互
尊
重
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
自
分
が
誰
で
あ

り
、
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
他
人
よ
り
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
平
等
主
義
社
会
で
あ
る
こ
と
に
誇
り

を
も
っ
て
い
ま
す
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は

仲
間
意
識

（m
ates

hip

）
と
い
う
強
い
仲
間
意
識
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
特

に
逆
境
に
お
い
て
自
発
的
に
他
人
を
助
け
た
り
、
他
人
か
ら
助
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

仲
間

（m
ate

）
と
は
配
偶
者
、

パ
ー
ト
ナ
ー
、
兄
弟
姉
妹
、
息
子
や
娘
、
友
人
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
で
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
自
分

に
落
ち
度
が
な
い
の
に
生
活
が
困
難
な
人
々
を
対
象
と
し
た
、
社
会
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
い
う
形
の
政
府
援
助
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
平
等
主
義
精
神
の
一
環
で
す
。
ま
た
社
会
奉
仕
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
強
い
伝
統
も
あ
り
ま
す

。

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
も
つ
と
得
ら
れ
る
恩
恵
・
権
利
・
義
務
・
責
任
に
つ
い
て
の
記
述
の
後
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
歴
史
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
引
用
す
る
こ
と
は
煩
瑣
な
の
で
避
け
た
い
が
、
歴
史
の
な
か
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
登
場
す
る
人

物
に
つ
い
て
の
み
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
歴
史
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
登
場
人
物
を
見
れ
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
者
や
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
歴
史
に
詳
し
い
人
な
ら
そ
の
中
身
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
歴
史
の
目
次
は
、
①
原
始
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
②
初
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
入
植
、
③
キ
ャ
プ
テ
ン
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
ッ
ク
、
④
囚
人
入
植
者
、
⑤
苛
酷
な
土
地
、
⑥
デ
ィ
ガ

ー
（Dig

g
ers

）、
⑦
経
済
と
政
治
、
⑧
ス
ポ
ー
ツ
、
⑨
国
家
、
⑩
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
人
々
、
と
な
っ
て
い
る
。
登
場
人
物
は
以
下
の
通

り
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヤ
ン
ズ
（W

illia
m
Ja

n
sz

）
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ル
イ
ス
・
バ
エ
ス
・
デ
・
ト
レ
ス
（L

uis
V
a
ez

d
e
T
orres

）

ア
ベ
ル
・
タ
ス
マ
ン
（A

b
el

T
as

m
a
n

）

キ
ャ
プ
テ
ン
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
ッ
ク
（Ca

ptain
Ja

m
es

C
o
o
k

・
本
人
・
乗
船
ビ
ー
グ
ル
号
写
真
付
き
）

英
国
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
（Kin

g
G
e
or
g
e
III

）

ジ
ョ
セ
フ
・
バ
ン
ク
ス
（Jose

p
h
B
a
n
k
s

）

キ
ャ
プ
テ
ン
・
ア
ー
サ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
（Ca

ptain
A
rth

u
r
P
hillip

）

ラ
ク
ラ
ン
・
マ
ッ
コ
ー
リ
ー
（G

o
v
er
n
or

L
ac

hla
n

M
ac
q
u
arie

）（
写
真
付
き
）

フ
ラ
ン
シ
ス
・
グ
リ
ー
ナ
ウ
ェ
イ
（Fra

n
cis

G
ree

n
w
a
y

）

キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
チ
ズ
ム
（Carolin

e
C
his

h
ol
m

）

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ラ
ン
ド
（G

re
g
or
y
Bla

xla
n
d

）

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ェ
ン
ト
ワ
ー
ス
（W

illia
m

C
h
arles

W
e
nt

w
orth

）

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ー
ソ
ン
（W

illia
m

L
a
w
so

n

）

ル
ド
ウ
ィ
ヒ
・
ラ
イ
カ
ー
ト
（L

u
d
w
ig

L
eic

h
h
ardt

）

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ハ
ラ
・
バ
ー
ク
（R

o
b
ert

O'
H
ara

B
u
r
k
e

）（
写
真
付
き
）

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ル
ズ
（W

illia
m
Jo

h
n

W
ills

）（
写
真
付
き
）

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
オ
コ
ナ
ー
（C

h
arles

O'
C
o
n
n
or

）

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ン
グ
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ミ
ス
卿
（Sir

C
h
arles

K
in

g
sford

S
m
ith

）

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ア
ル
ム
（C

h
arles

U
l
m

）

ナ
ン
シ
ー
・
バ
ー
ド
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
（N

a
n
c
y
Bird

W
alto

n

）
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ジ
ョ
ン
・
シ
ン
プ
ソ
ン
・
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク
（Jo

h
n
Si

m
pso

n
K
ir
k
p
atric

k

）

ジ
ョ
ン
・
モ
ナ
ッ
シ
ュ
（Jo

h
n

M
o
n
as
h

）

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ェ
ア
リ
ー
・
ダ
ン
ロ
ッ
プ
（E

d
w
ard`

W
e
ar
y'

D
u
nlo

p

）

エ
デ
ィ
ス
・
コ
ー
ワ
ン
（E

dith
C
o
w
a
n

）

イ
ニ
ッ
ド
・
ラ
イ
オ
ン
ズ
（E

nid
L
y
o
n
s

）

フ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
（Ph

ar
L
a
p

）（
写
真
付
き
）

ド
ナ
ル
ド
・
ブ
ラ
ッ
ド
マ
ン
卿
（Sir

D
o
n
ald

B
ra
d
m
a
n

）（
写
真
付
き
）

ヒ
ュ
ー
バ
ー
ト
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
卿
（Sir

H
u
b
ert

O
p
p
er

m
a
n

）

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
ン
ド
ラ
ム
（W

alter
Lin

dr
u
m

）

フ
ラ
ン
ク
・
セ
ッ
ジ
マ
ン
（Fra

n
k
S
e
d
g
m
a
n

）

ケ
ン
・
マ
グ
レ
ガ
ー
（K

e
n

M
c
G
re

g
or
）

ル
ー
・
ホ
ー
ド
（Le

w
H
o
a
d

）

ケ
ン
・
ロ
ー
ズ
ウ
ォ
ル
（K
e
n
R
ose

w
all

）

ピ
ー
タ
ー
・
ド
ッ
ズ
・
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
（Peter

D
o
d
ds

M
c
C
or

m
ic
k

）

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
コ
ー
ト
（M

ar
g
aret

C
o
u
rt

）

イ
ボ
ン
・
グ
ー
ラ
ゴ
ン
（E

v
o
n
n
e
G
o
ola

g
o
n
g

）

ロ
ッ
ド
・
レ
イ
バ
ー
（R

o
d
L
a
v
er

）

キ
ャ
シ
ー
・
フ
リ
ー
マ
ン
（Cath

y
F
ree

m
a
n

）

ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ー
ソ
ン
（H

e
n
r
y
L
a
w
so

n

）
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A
・

B
（
バ
ン
ジ
ョ
‐
）
パ
タ
ー
ソ
ン
（A

n
dre

w
B.
(
B
a
njo)

P
aterso

n

）

ル
イ
ー
ザ
・
ロ
ー
ソ
ン
（Lo

uisa
L
a
w
so

n

）

ア
ー
サ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
ン
（A

rth
u
r
Streeto

n

）

ト
ム
・
ロ
バ
ー
ツ
（T

o
m

R
o
b
erts

）

フ
レ
ッ
ド
・
マ
ッ
カ
ビ
ン
（Fre

d
M
c
C
u
b
bin

）

ネ
リ
ー
・
メ
ル
バ
女
史
（
勲
爵
士
）（D

a
m
e
N
ellie

M
elb

a

）（
写
真
付
き
）

ヘ
ン
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
卿
（Sir

H
e
n
r
y
P
ar
k
es

）

エ
ド
ム
ン
ド
・
バ
ー
ト
ン
（E

d
m
u
n
d
B
arto

n

）（
写
真
付
き
）

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
デ
ィ
ー
キ
ン
（A

lfre
d
D
ea

kin

）

以
上
の
人
物
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
人
は
相
当
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
者
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
歴
史
の
記
述
を
読
ん
で

特
記
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
第
一
は
、
ア
ジ
ア
系
移
民
が
や
っ
て
き
て
白
豪
主
義
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
と
、
終
了
し
た
こ
と
は
書
い

て
あ
る
が
、
序
文
と
同
じ
く
多
文
化
主
義
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
歴
史
が
全
く
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

第
二
は
、
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
白
豪
主
義
の
起
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
記
述
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
民
主
主
義
発

展
の
第
一
歩
で
あ
る
ユ
ー
リ
カ
砦
の
起
点
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
そ
の
代
わ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
意
識
が
形
成

さ
れ
る
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
第
一
次
大
戦
中
の

ガ
リ
ポ
リ
の
戦
い

と

ア
ン
ザ
ッ
ク
デ
ー

の
こ
と
が
本
文
の
な
か
に

記
述
さ
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
な
コ
ラ
ム
の
な
か
で
特
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
四
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歴
史
と
そ
の

生
活
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
多
文
化
主
義
の
文
字
は
で
て
こ
な
い
。
第
五
は
、
歴
史
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
セ
ク
シ

ョ
ン
で
も
採
り
上
げ
ら
れ
、
一
番
登
場
す
る
の
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
二
世
（Q

u
e
e
n
Eliza

b
eth

II.

）
か
も
し
れ
な
い
。
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歴
史
の
記
述
は
、
白
豪
主
義
が
終
わ
り
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
・
難
民
が
大
量
に
入
国
し
、
今
や
人
口
の
二
二
％
が
移
住
者
の
国
で

あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
終
わ
る
が
、
そ
の
最
後
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
名
が
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
受
賞
分
野
は
科
学
と
医
学
の
研
究
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
に
九
名
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
受
賞
し
て
い
る
。

な
お
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
者
も
一
人
含
ま
れ
て
い
る
（
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
）。

歴
史
の
記
述
の
あ
る
パ
ー
ト
二
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
土
、
人
口
構
成
、
生
活
習
慣
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
と
州
の
成

り
立
ち
や
エ
ン
ブ
レ
ム
・
国
旗
・
州
旗
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
、
ト
ー
レ
ス
諸
島
旗
等
の
由
来
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

生
活
や
国
旗
な
ど
の
紹
介
、
そ
し
て
歴
史
（
経
済
・
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
の
歴
史
含
む
）
の
紹
介
が
終
わ
る
と
、
パ
ー
ト
三
で
憲
法
の
概

要
や
政
治
制
度
（
連
邦
・
州
・
地
方
自
治
体
）
や
戦
況
に
つ
い
て
の
記
述
が
続
き
、
最
後
に
市
民
権
取
得
の
手
続
き
や
ら
試
験
に
つ

い
て
の
紹
介
が
続
く
。
以
上
の
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
価
値
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
諸
々
に
つ
い
て
理
解
を
終
わ
れ
ば
テ
ス
ト

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
の
一
例
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

〈
問
題
例
〉

1

連
邦
が
成
立
し
た
の
は
何
年
で
す
か

2

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
デ
ー
は
何
日
で
す
か

3

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
初
代
総
理
大
臣
は
誰
で
す
か

4

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
歌
の
一
行
目
は
何
で
す
か

5

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
花
は
何
で
す
か

6

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
人
口
は
何
人
で
す
か

7

連
邦
議
会
の
国
会
議
事
堂
は
ど
の
都
市
に
あ
り
ま
す
か

8

女
王
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
代
理
人
は
誰
で
す
か

9

議
会
の
議
員
は
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
ま
す
か
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10

議
会
の
議
員
は
誰
を
代
表
し
ま
す
か

11

連
邦
選
挙
の
後
、
誰
が
新
し
い
政
府
を
作
り
ま
す
か

12

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
国
旗
は
何
色
で
す
か

13

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
代
表
者
は
誰
で
す
か

14

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
政
治
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
は
何
で
す
か

15

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
入
植
は
何
年
に
始
ま
り
ま
し
た
か

16

要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
陪
審
員
を
務
め
る
こ
と
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
責
任
で
す
。
こ
れ
は
正
し
い
で
す
か
、
誤
り
で
す
か

17

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
誰
も
が
自
由
に
自
分
の
選
ん
だ
宗
教
を
信
仰
す
る
こ
と
が
で
き
、
宗
教
を
信
仰
し
な
い
こ
と
も
自
由
で
す
。
こ

れ
は
正
し
い
で
す
か
、
誤
り
で
す
か

18

連
邦
議
会
の
議
員
に
選
ば
れ
る
た
め
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
権
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
正
し
い
で
す
か
、

誤
り
で
す
か

19

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
と
し
て
、
私
は
海
外
で
生
ま
れ
た
自
分
の
赤
ん
坊
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
と
し
て
登
録
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
正
し
い
で
す
か
、
誤
り
で
す
か

20

18
歳
以
上
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
は
有
権
者
登
録
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
正
し
い
で
す
か
、
誤
り
で
す

か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
価
値
の
リ
ス
ト
や
試
験
問
題
を
み
て
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
の
項
目
と
し
て
、
と
く
に
お
か
し
な
も

の
は
な
い
。
し
か
し
、
リ
ス
ト
を
み
て
気
に
な
る
の
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
と
議
会
制
民
主
主
義
の
尊
重
を
重
視
し
て
い
る
が
、
移

住
者
の
文
化
・
言
語
の
尊
重
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
多
様
な
文
化
よ
り
も
共
通
の
社
会
的
絆
を

強
調
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
文
化
・
言
語
・
宗
教
・
国
籍
有
無
に
よ
る
差
別
は
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
多
文
化
主
義
国
家
を
標
榜
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
し
て
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
テ
ロ
リ
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ス
ト
攻
撃
へ
の
不
安
、
原
理
主
義
へ
の
批
判
の
観
点
か
ら
、
多
文
化
承
認
よ
り
も
一
般
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
強
調
す
る
こ
と

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
よ
り
多
文
化
主
義
を
標
榜
し
て
い
る
国
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
導
入
に
反
対
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
も
不
安
に
感
じ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
る
で
教
科
書
の

歴
史

は
、
多
文
化
主
義
以
前
に
書
か
れ
た
白
人
中
心
の
歴
史
記
述
を
読
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

そ
の
た
め
、
人
口
の
多
様
性
は
統
計
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
印
象
に
残
ら
な
い
。
こ
の
文
章
は
ハ
ワ
ー
ド
政
権
時
代
に

準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
の
内
容
を
細
か
く
精
査
し
た
飯
笹
佐
代
子
（
二
〇
〇
七
）
の
研
究
に
よ

る
と
、
民
主
主
義
を
開
発
し
発
展
さ
せ
た
の
は
白
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
起
源
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
あ

り
、
他
の
だ
れ
も
が
考
え
つ
か
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
、
中
東
の
国
々
は
、
長
い
間
抑
圧
的
な
ア
ジ
ア
的
専

制
の
も
と
で
苦
し
ん
で
い
た
と
教
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
不
安
は
高
ま
る
。
本
稿
で
引
用
し
た
教
科
書
の
な
か
の
短
い
歴
史
を

み
る
と
そ
う
し
た
不
安
は
正
当
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
文
脈
で
行
わ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教

育
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
は
じ
め
と
す
る
中
東
・
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
系
移
民
、
難
民
定
住
者
に
と
り
偏
っ
た
も
の
と
な
る
。
白
人

が
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
と
し
て
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
が
教
育
さ
れ
、
白
人
優
位
の
世
界
観
を
植
え
付
け
る
も
の
と
な
る
可

能
性
が
高
い
。

多
文
化
性
よ
り
白
人
文
化
・
白
人
性
の
優
位
性
を
強
調
す
る
も
の
と
な
り
、
多
文
化
主
義
の
も
と
自
信
を
失
っ
て
い
た
白
人
系
国

民
と
そ
の
子
女
に
と
っ
て
は
自
信
回
復
剤
と
な
り
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
デ
ィ
ス
・
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
は
、
人
種
・
民
族
・
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
に
中
立
的
に
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
多
文
化
社
会
の
な
か
で
は
む
し
ろ
紛
争
抑
制
で
は
な
く
、
紛
争
促
進
的
で
差
別
誘

発
的
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
主
流
国
民
へ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
な
り
か
ね
な
い
。
今
日
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
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の
議
論
は
、
古
典
的
国
家
と
し
て
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
強
調
か
ら
脱
国

家
的
で
、
脱
領
域
的
・
多
文
化
肯
定
型
の
新
し
い
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を

強
調
す
る
方
向
へ
動
い
て
い
る
と
す
る
と
、
逆
行
的
な
動
き
の
よ
う
に
思

え
る
。

さ
ら
に
、
多
文
化
主
義
と
い
う
名
称
が
な
く
な
る
と
多
文
化
（M

ulti‑

c
ultu

ral
a
n
d

m
ultilin

g
u
al

e
d
u
catio

n

）・
多
言
語
教
育
（M

ultilin‑

g
u
al

e
d
u
catio

n

）
へ
の
将
来
へ
の
不
満
も
強
ま
る
。
多
文
化
教
育
は
、

一
方
で
、
非
英
語
系
移
民
・
難
民
定
住
者
や
そ
の
子
女
が
伝
統
文
化
・
母

語
教
育
を
受
け
、
自
分
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
と
と

も
に
、
自
信
を
強
め
た
状
態
で
社
会
参
加
で
き
る
よ
う
に
エ
ン
パ
ワ
ー
メ

ン
ト
を
図
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
受
け
入
れ
国
住
民
が
受

け
入
れ
た
様
々
な
非
英
語
系
移
民
・
難
民
の
歴
史
、
文
化
、
言
語
を
理
解

し
て
相
互
理
解
を
深
め
、
自
国
の
多
文
化
社
会
化
を
理
解
し
、
異
文
化
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
や

多
文
化
受
容
心

（M
ultic

ultu
ral

se
n
sitivity

、
文
化
的
多
様
性
へ
の
感
受
性
の
こ
と
）
を
伸
ば
す
目
的
を
も
つ
。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
と
多
文
化
教
育
の
双
方
の

バ
ラ
ン
ス
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
社
会
の
安
定
的
発
展
維
持
し
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
ど
う
な
る

の
か
不
安
に
な
る
人
々
も
増
え
る
だ
ろ
う
（
図
6
参
照
）。

図６　多文化教育とシティズンシップ教育
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お
わ
り
に
│
│
多
文
化
主
義
国
家
か
ら
文
化
多
様
性
国
家
へ
?

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
が
導
入
さ
れ
て
一
年
が
過
ぎ
る
。
連
邦
労
働
党
ラ
ッ
ド
現
政
権
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス

ト
に
よ
る
合
格
・
不
合
格
の
結
果
に
つ
い
て
こ
ま
め
に
報
告
し
、
そ
の
結
果
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
合
格
し
て
い
る
か
ら
問
題
な
い
と

し
て
い
る
。
ラ
ッ
ド
政
権
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
受
験
の
た
め
の
教
科
書
で
あ
る

‑

の
多
言
語
版
を
発
行
す
る
と
と
も
に
（
日
本
語
も
含
ま
れ
て
い
る
、
現
在
三
七
言
語
）、
受
験
の
手
引
き
な
ど
を
完
備
す
る
だ
け
で

な
く
、
受
験
に
必
要
な
英
語
力
を
早
急
に
養
う
た
め
に
移
民
・
難
民
支
援
団
体
で
あ
る

N
G
O

や

N
P
O

に
対
し
、
英
語
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
充
実
の
た
め
の
財
政
支
援
を
強
化
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
で
あ
ろ
う
か
、
合
格
率
は
九
五
％
を
超
え
て
い
る
。

し
か
し
、
難
民
・
あ
る
い
は
人
道
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
移
住
し
て
き
た
人
々
の
合
格
率
は
、
企
業
推
薦
や
熟
練
・
技
能
労
働
者
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
入
国
し
た
人
々
（
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
）
に
比
べ
低
い
（
八
〇
％
前
後
）
こ
と
か
ら
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
評
価
委

員
会
を
立
ち
上
げ
（
二
〇
〇
八
年
八
月
に
報
告
書
刊
行
）、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
が
作
成
し
た
テ
ス
ト
全
体
と
教
科
書
の
見
直
し
を
行
っ
た

（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
実
施
）。
労
働
党
も
テ
ロ
問
題
対
策
の
一
貫
と
し
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
や
テ
ス
ト
に
対
し
て
は
支
持

の
立
場
で
あ
り
、
ラ
ッ
ド
首
相
以
前
の
党
リ
ー
ダ
ー
の
な
か
に
は
、
ア
ジ
ア
・
中
東
・
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
観
光
客
と
し
て
入
国
す
る

人
に
も
テ
ス
ト
は
必
要
だ
と
論
じ
た
も
の
も
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
超
党
派
の
支
持
を
得
て
い
る
が
、
合
格
率
が
下
が

れ
ば
批
判
を
招
く
の
で
、
テ
ス
ト
の
質
を
高
め
か
つ
合
格
最
低
点
を
挙
げ
る
（
六
〇
％
か
ら
七
五
％
へ
）
と
同
時
に
、
現
在
の
合
格

率
を
維
持
す
る
と
い
う
難
し
い
か
じ
取
り
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ラ
ッ
ド
政
権
は
、
文
化
的
多
様
性
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
立
場
を
踏
襲
し
、
多
文
化

主
義
と
い
う
言
葉
を
封
印
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ラ
ッ
ド
連
邦
政
権
移
民
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
は
、
多
文
化
主
義
あ
る
い

は

多
文
化
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

（M
ultic

ultu
ral

A
u
stralia

）
と
い
う
言
葉
は
消
え
て
、

文
化
多
様
性
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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（A
C
ultu

ral
D
iv
erse

A
u
stralia

）
と
い
う
表
現
が
多
く
み
ら
れ
る
。
多
文
化

主
義

が
宗
教
的
原
理

主
義

と
結
び
つ
く
こ

と
を
恐
れ
て
の
判
断
だ
ろ
う
が
、
多
文
化
主
義
の
名
称
が
封
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
従
来
の
多
文
化
主
義
政
策
・
サ

ー
ビ
ス
は
、

文
化
多
様
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
従
来
の
多
文
化
主
義
に

基
づ
く
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
後
退
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
注
意
深
く
見
守
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
多
文

化
主
義
へ
の
逆
風
は
つ
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
後
ラ
ッ
ド
政
権
に
よ
る
見
直
し
で
教
科
書
の
な
か
の
歴
史
が
改
訂
さ
れ
る
の
か
ど

う
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
後
に
、
多
文
化
社
会
で
は
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
は
、
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
が
非
白
人
系
移
民

系
国
民
の
周
辺
化
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
大
き
い
。
今
回
の
見
直
し
が
悪
い
方
向
に
い
か
な
い
と
の
保
証
は
何
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

本
稿
執
筆
中
に
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
の
変
更
が
な
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
関
根
（
二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
論
じ
た
多
文
化

主
義
の
変
容
の
続
き
と
し
て
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
に
よ
る
脱
多
文
化
主
義
の
動
き
の
一
つ
と
し
て
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
と
そ

の
教
材
を
位
置
づ
け
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
の
動
き
を
探
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
締
め
切
り
と
の
関
係
も
あ
り
、
ラ
ッ

ド
政
権
の
新
し
い
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
と
そ
の
教
材
の
分
析
を
先
伸
ば
し
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
1
）

多
文
化
主
義
の
概
要
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
、
関
根
政
美
（
一
九
八
九
）
に
加
え
て
関
根
（
二
〇
〇
〇
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
。

多
文
化
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
全
国
的
課
題

（
一
九
八
九
）
は
、http://

w
w
w.
i
m
m
i.
g
o
v.
a
u/

m
e
dia/

p
u
blicatio

n
s/

m
ultic

ultu
ral/

a
g
e
n
d
a/
a
g
e
n
d
a89/

a
u
strali.

ht
m

で
、
ま
た

多
文
化
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
新
全
国
的
課
題

（
一
九
九

九
）http://

w
w
w.
i
m
m
i.
g
o
v.
a
u/

m
e
dia/

p
u
blicatio

n
s/
m
ultic

ultu
ral/

a
g
e
n
d
a/

に
て
、
現
在
で
も
参
照
可
能
。
厳
密
に
は
、

多
文
化
主
義
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

と
い
う
国
名
を
付
け
て
呼
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
だ
と

さ
れ
る
が
、
本
報
告
で
は
全
体
を
通
し
て
使
用
す
る
。

（
2
）

グ
ラ
ス
ビ
ー
の
多
文
化
主
義
観
に
つ
い
て
は
本
人
に
よ
る
概
説
書
（
グ
ラ
ス
ビ
ー
、
二
〇
〇
二
）
を
参
照
。
最
近
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
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ア
多
文
化
主
義
の
現
場
に
つ
い
て
は
、
塩
原
（
二
〇
〇
五

a）
が
大
変
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
白
豪
主
義
形
成
と
終
焉
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
多
文
化
主
義
発
展
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
関
根
（
一
九
八
九
）、
お
よ
びL

o
p
ez(2

00
0)

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
移
民
の
歴
史
に
つ
い
て
はC

astles,
F
oster,

Ire
d
ale

a
n
d

W
ith

ers(1
9
98);

Ja
y
as
u
riy

a
a
n
d
K
e
e(1

99
9);

J
u
p
p(200

2)

を

参
照
。
白
豪
主
義
に
つ
い
て
はY

ar
w
o
o
d
a
n
d
K
n
o
w
lin

g(1
98
2)

を
参
照
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
の
非
英
語
系
移
民
の
社
会
問
題
と

多
文
化
主
義
要
求
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
チ
ン
（
一
九
七
八
）
を
参
照
。

（
3
）

一
九
九
〇
年
代
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
政
治
・
社
会
変
動
と
市
民
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
関
根
政
美
（
一
九
九
二
、
一
九
九
五
、

一
九
九
七
、
二
〇
〇
四
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、

P・
ハ
ン
ソ
ン
・
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
の
展
開
の
政
治
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
を
考

え
る
た
め
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
極
右
政
党
台
頭
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
関
根
（
二
〇
〇
五

b）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
カ

ナ
ダ
・
米
国
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
移
民
論
争
・
多
文
化
主
義
あ
る
い
は
類
似
の
政
策
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
関
根
・
塩
原
編
（
二
〇

〇
七
）
所
収
の
各
論
文
参
照
。

（
4
）

二
〇
〇
〇
年
代
の
文
化
・
社
会
変
動
と
市
民
意
識
の
動
態
、
そ
し
て
多
文
化
共
生
と
多
文
化
競
生
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
関
根
（
二

〇
〇
九
）
参
照
。
太
平
洋
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と
す
る
近
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
移
民
・
難
民
政
策
の
現
況
に
つ
い
て
は
浅
川

（
二
〇
〇
六
）
を
参
照
。
多
文
化
共
生
は
生
物
学
用
語
の
共
利
共
生
（sy

m
biosis

）
を
由
来
と
し
て
い
る
が
、
寄
生
な
ど
の
片
利
共
生

状
態
・
共
食
い
を
連
想
す
る
場
合
を
考
え
て
（co

o
p
eratio

n

）
と
し
た
。

（
5
）

シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
・
テ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
し
た
。http://

w
w
w.
citize

n
s
hip.

g
o
v.
a
u/

お

よ
びhttp://

w
w
w.
citize

n
s
hip.

g
o
v.
a
u/
lear

n/
cit

test/
a
b
o
ut

test.
ht

m/

（
二
〇
〇
九
年
九
月
二
二
日
閲
覧
）。
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ

ッ
プ
・
テ
ス
ト
お
よ
び
教
材

に
つ
い
て
は
、http://

w
w
w.
citize

n
s
hip.

g
o
v.
a
u/
le
ar
n/
cit

test/
pre

p
arin

g1/

を
参
照
願
い
た
い
が
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
九
日
以
降
の
試
験
用
教
材
は
、

（http://
w
w
w.
citize

n
s
hip.

g
o
v.
a
u/
lear

n/
cit

test/
pre

p
arin

g2/

）
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
多
言
語

教
材
は
二
〇
一
〇
年
初
頭
ま
で
に
揃
え
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
で
も
書
い
た
よ
う
に
、
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
の
分
析
は
本
論
文

提
出
日
ま
で
に
は
間
に
合
わ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
現
行
教
材
の
日
本
語
版
はhttp://

w
w
w.
citize

n
s
hip.

g
o
v.
a
u/

le
ar
n/
cit

test/
p
df/

citz‐
b
o
o
klet‐

ja
p
a
n
ese.

p
df

を
参
照
。

（
6
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
言
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
松
田
陽
子
（
二
〇
〇
九
）
参
照
。
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